
東武保育園 重要事項説明書 

 

 
１ 施設運営者 

名称 社会福祉法人 為成会 

所在地 さいたま市岩槻区飯塚６２４ 

電話番号 ０４８‐７９８‐５６３２ 

代表者氏名 理事長 山﨑 義廣 

 

 

２ 施設の目的及び運営の方針 

施設の目的 

 

 

保育を必要とする乳児及び幼児を日々受け入れ、 

保育事業を行うことを目的とする。 

 

 

 

運営方針 

 

 

最善の利益を考慮し最もふさわしい生活の場の提供に努め家

庭との連携の下、養護と教育を一体的に行う。又保護者、子

育て家庭の支援に努める。 

 

 

 

 

３ 提供する保育の内容 

名称 東武保育園 

所在地 さいたま市岩槻区飯塚６２４ 

電話番号 ０４８‐７９８‐５６３２ 

認可年月日 昭和４９年１２月１日 

施設長氏名 宮城 学 

職員数 4８人 

取扱う保育事業の種類 

延長保育、一時保育、育成支援・医療的ケア児受け入れ、 

休日保育、乳児等通園支援事業、世代間等交流事業、 

異年齢児交流等事業、小学校低学年児童の受入れ、 

保育施設体験特別事業 

 

 

４ 職員の職種、員数及び職務の内容 

職種 員数 職務の内容 

施設長 １人 施設運営、会計、労務管理 

副園長 １人 施設運営、会計、労務管理 

栄養士 ４人 栄養管理 

保育士 

（保育補助） 

2７人

（9 人） 

保育業務 

調理員 １人 調理 

看護師 ４人 看護 

その他 １人 用務員 



５ 保育の提供を行う日及び時間・提供を行わない日 

開所日 平日および土日祝祭日(年末年始を除く) 

開所時間 

標準時間 

7 時 00分から 18 時 00 分まで 

延長保育は 18 時 00 分から 19時 00分ま 

土曜日は１８時 00 分までとする 

短時間 

8 時 30分から 16 時 30 分まで 

延長保育は 7時００分から ８時２９分 及び 

      16 時 30分から 18時 29分まで 

休所日 
標準時間 

１２月２９日から１月３日まで 
短時間 

 

６ 利用者負担その他の費用の種類、支払を求める理由及び金額 

種類 理由・金額 

保 育 料 保育料はお住まいの各自治体が決定します。 

延長保育料 

規定内１日１時間毎 300 円 

月曜～金曜 1 ヶ月極３０００円(保育標準時間) 

土曜日 18:01～18:30まで１回１０００円（30 分毎） 

短時間利用の延長保育料 （30分毎に 300円） 

7:00～7:29、7:30～7:59、8:00～8:29、 

16:31～17:00、17:01～17:30、17:31～17:59 

短時間標準時間共通 18:00～19:00 まで１回３００円  

19:01～ １回１０００円（30分毎） 

一時保育料 

利用保育時間 一日：９:00～16:00  

       半日：9:30～12:30 

延長 17:00まで (30分毎 500円) 

保育料(1日毎) ０歳児   4000 円 

        1・2歳児 3000 円 

        3歳児   2600 円 

        4・5歳児 2000 円 

※半日の保育料は一日の料金の半額になります。 

     

食費      給食    300 円 

        おやつ    ５０円 

 

休日保育料 

利用時間 8:30～17:30  

日曜日・祝祭日(12月 29 日～1月 3日を除く) 

延長保育はありません。 

保育料 就労以外の利用の場合 

    1・2 歳児 4000 円 

    3歳児   3500 円 

    4・5 歳児 2800 円 

1 歳の誕生日を迎えてから利用可 

食費  500円 

事前キャンセル期限を過ぎてのキャンセルは、各保育料と 

食費 500円のキャンセル料が発生します。 

※詳しくは説明会でご説明いたします。 



土曜保育 東武第二保育園との共同・異年齢保育になります。 

教材費について別紙参照 

給食費 3 歳児以上児クラス：主食費：１ヶ月３０００円 

          副食費：１ヶ月４５００円 

サッカー教室 対象クラス：４歳児・５歳児クラス（希望者） 

時間・料金等はサッカー教室規定による 

 

７ 小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員 

 

年齢 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 

定員 8 人 12 人 14 人 16 人 20 人 20 人 90 人 

 

 

 

８ 施設の利用の開始及び終了に関する事項・利用に当たっての留意事項 

事項 内容 

欠席する場合 園への連絡、連絡なく長期欠席の場合は園より連絡 

送迎が遅れる場合 園への連絡 

投薬について 医師からの投薬指示書を持参、投薬表を職員に手渡しする 

嘱託医について 内科年２回、歯科年１回、健康診断を行う 

利用の継続について 市の規定による 

 

 

９ 緊急時等における対応方法 

（１）保育実施中に、容態の変化等があった場合は、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先へ連絡を

し、嘱託医又は主治医へ連絡をとるなど必要な措置を講じます。 

 

（２）保護者と連絡が取れない場合には、乳幼児の身体の安全を最優先させ、当保育所が責任を持って、

しかるべき対処を行いますので、あらかじめ御了承ください。 

 

 

１０ 非常災害対策 

消防計画作成 

（変更）届出書 

岩槻区岩槻消防署  令和 5年 10月 6 日届出 

防火管理者  氏名 金子 清美 

避難訓練 火災及び地震を想定した避難訓練（月１回）を実施します。 

防災設備 
自動火災報知機・非常警報装置・非常用電源・誘導灯・その

他、カーテン、敷物、建具等の防炎処理 

避難場所 
第１避難場所・・・園庭 

第２避難場所・・・さいたま市立和土小学校 

 

 



（１）「さいたま市内保育施設の災害時等における臨時休園等のガイドライン」に基づき、 

子ども・保護者・保育従事者等の安全を守るため、臨時休園等の措置を講ずる場合があります。 

     

 

 

１１ 虐待の防止のための措置に関する事項 

（１）設置者及び職員は当該児童の心身に有害な影響を与える行為は一切行いません。 

 

（２）児童虐待の防止等に関する法律第５条、第 6 条に基づき児童虐待の早期発見に努め、児童虐待を

受けたと思われる児童を発見した場合は、速やかに関係機関に通告します。 

 

次ページへつづく 

（３）児童虐待の防止、早期発見のための知識と技術を習得するために、毎年研修に職員派遣、受講さ

せています。 

 

１２ 個人情報の取り扱いについて 

 1）保育情報提供のために当園ホームページやWEL-KIDS、SNS（Instagram等）に 

  写真・動画を使用します。 

 

２）行事や保育活動中の写真・動画を東武保育園内（東武第二保育園との共同保育や一時保育、子ど

も誰でも通園制度の利用を含む）での販売や研修・事故検証において使用します。 

 

３）小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、その他の機関に対

して、こどもに関する必要な連絡調整や情報提供を行います。 

 

４）緊急時においては、公的機関、医療機関等の関係機関に対し必要な情報提供を行います。 

以上の内容を、入所時に個人情報使用同意書にて確認・署名を頂きます。 

 

 

１3 その他保育施設の運営に関する重要事項 

令和７年３月 改訂 

 

 

 

 

 

事項 内容 

年間行事 
クラス懇談会、誕生会、お楽しみ会（ひなまつり・こどもの日・サッカ

ー交流会等）、夏祭り、運動会、発表会、遠足、卒園式等 

主な１日のスケジュール ９時半まで登園、8時半から各クラス活動 

 

食事の提供 

 

３歳未満児・・９時半、３時のおやつ 

１０時半～離乳食、１１時～１２時までに各クラス完全給食の配膳 

１４時半～離乳食 

３歳以上・・完全給食、３時のおやつ 

18 時・・おやつ 

保護者会 保護者会あり  

健康診断 内科年２回、歯科年１回の健康診断 

自己評価の内容 園内研修 

職員への研修実施状況 内部、外部研修実施 

損害賠償保険 保険加入 



〇保育園でかかる費用について(教材費として) 

※すべてにおいて概ねの金額 

 

・カラー帽子  980円  

・名札 １2０円  

・連絡帳 ２80円（カバー 130 円） 

・おたよりファイル 400 円 

・絵本代 380 円～  

・出席ブック、シール 730 円  

・クレヨン 585円  

・粘土 220円  

・粘土板 660 円  

・粘土ケース 360 円  

・粘土ヘラ 210円  

・はさみ 440 円 

・マーカー８色 680円  

・お道具箱 590円  

・のり 230円 

・ペンケース 150 円 

・鉛筆 100円 

・消しゴム 90円 

・ピアニカ卓奏唄口 350 円  

・ピアニカ 5500円 

・体操服（シャツ）1１00 円～ 

・体操服（ズボン）1000 円～ 

・スモック 1700円 

・お昼寝コットシーツ 2900 円  

・なわとび 480円 

・行事費 各１５００円（前期・後期） 

 

 

 

 

 


